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の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護

機
関
か
ら
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
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居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字
一
番

町
八

変
更
後

株
式
会
社
ケ

ア
ラ
イ
フ
青

森

青
森
市
卸
町
三

の
五

株
式
会
社
ケ

ア
ラ
イ
フ
青

森
弘
前
営
業

所

弘
前
市
大
字
神
田

二
丁
目
六
の
一

平
成

��

･

�･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字
代
官

町
四
五
代
官
町
木

村
ビ
ル
二
階

変
更
後

株
式
会
社
バ

リ
ュ
ー

弘
前
市
大
字
新

町
一
六
七
の
一

弘
前
介
護
相

談
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
紺
屋

町
六
三

��･
�･
�

変
更
前

弘
前
市
大
字
紺
屋

町
六
三

変
更
後

〃

〃

〃

弘
前
市
大
字
文
京

町
一
八
の
二

��･

�･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字
五
代

字
沼
田
八
の
一

変
更
後

株
式
会
社
善

世
会

弘
前
市
大
字
五

代
字
従
弟
沢
一

○
三
○
の
五
○

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
高

舘
山
温
泉

弘
前
市
大
字
五
代

字
沼
田
一
三
の
五

��･

��･

�	

変
更
前

弘
前
市
大
字
小
沢

字
大
開
二
○
五
の

一
二
○

変
更
後

三
和
工
業
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
小

沢
字
大
開
四
五

の
五
六

サ
ン
ワ
訪
問

ス
テ
ー
シ
ョ

ン

弘
前
市
大
字
清
水

三
丁
目
一
の
一
五

��･

��･

�

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字
和
田

町
四
の
八

変
更
後

株
式
会
社
善

世
会

弘
前
市
大
字
五

代
字
従
弟
沢
一

〇
三
〇
の
五
〇

高
舘
山
福
祉

用
具
サ
ー
ビ

ス

弘
前
市
大
字
五
代

字
沼
田
一
三
の
五

平
成

��

･

��･

�	



( )

機
関
か
ら
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

県
有
財
産
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地

(

建
物
、
工
作
物
等
を
含
む
。)

の
売
却

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号)

第

二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
及
び
警
察
当
局
か
ら
排
除
要
請
が
あ
る
者
に
該
当
し
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

三

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

一
に
掲
げ
る
土
地
の
所
在
地

四

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
入
札
案
内
書
の
交
付

場
所青

森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
総
務
部
財
産
管
理
課

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
の
一

東
急
リ
バ
ブ
ル
株
式
会
社
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
事

業
本
部

五

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

入
札
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
総
務
部
財
産
管
理
課

２

入
札
日
時

平
成
二
十
四
年
五
月
十
四
日

午
前
九
時
か
ら

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
一
日

午
後
五
時
ま
で

(

必
着)

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
の
受
付
は
、
行
わ
な
い
。

３

開
札
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
議
会
棟
五
階
Ａ
会
議
室

４

開
札
日
時

平
成
二
十
四
年
六
月
四
日

午
前
十
一
時
か
ら

六

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

七

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

八

代
金
の
納
入
期
限
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特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字
和
田

町
四
の
八

変
更
後

株
式
会
社
善

世
会

弘
前
市
大
字
五

代
字
従
弟
沢
一

〇
三
〇
の
五
〇

高
舘
山
福
祉

用
具
サ
ー
ビ

ス

弘
前
市
大
字
五
代

字
沼
田
一
三
の
五

平
成

��･

��･

��

所

在

地

地

目

地
積

(

平
方
メ
ー
ト
ル)

青
森
市
富
田
二
丁
目
一
六
〇
の
二
の
一
部
、
九

二
の
二
の
一
部

(

南
側)

学
校
用
地

六
、
五
三
八

青
森
市
富
田
二
丁
目
一
六
〇
の
二
の
一
部
、
九

二
の
二
の
一
部

(

北
側)

学
校
用
地

九
、
八
三
〇



( )

契
約
締
結
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
全
額
納
入
と
す
る
。

九

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

物
件
の
引
渡
し
は
、
現
状
有
姿
に
よ
り
行
う
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
必
ず
入
札
前
に
現
地

の
確
認
を
す
る
こ
と
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
十
二
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
十
二
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体
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政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日

大
津
刷
新
の
会

浄
法
寺

守
政

浄
法
寺
ナ
ナ
子

三
沢
市
大
津
三
の
二

七
の
八

平
成

��

･

�･

�

船
橋
健
人
後
援
会

船
橋

健
人

船
橋

正
昭

東
津
軽
郡
平
内
町
大

字
清
水
川
字
大
川
添

番
外
一
の
一

��･

�･

�

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

公
明
党
青
森
第
一
総

支
部

会
計
責
任
者

渡
部

伸
広

柴
田

久
子

平
成

��･

�･

�

公
明
党
青
森
第
二
総

支
部

会
計
責
任
者

春
日

洋
子

長
根

時
男

��･

�･

�

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

大
江
和
夫
後
援
会

代

表

者

木
村

美
壽

松
橋

勝
美

平
成

��･

�･

�

鳥
谷
部
正
行
後
援
会

(

正
友
会)

代

表

者

和
田

友
明

田
中

与
七
郎

��･

�･

�

森
三
郎
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
沢
市
中
央
町
二

の
九
の
一

三
沢
市
中
央
町
二

の
四
の
一
〇

��･

�･

�

山
田
清
彦
後
援
会

代

表

者

盛
田

尚
志

三
上

文
彦

��･

�･

�

山
口
孝
夫
後
援
会

代

表

者

佐
藤

幸
孝

川
嶋

桂
貮

��･

�･

�

渡
部
伸
広
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
羽
白

字
沢
田
六
五
四
の

二
〇

青
森
市
大
字
羽
白

字
沢
田
六
五
四
の

二
九

会
計
責
任
者

渡
部

美
由
希

渡
部

美
津
雄

��･

�･

�

長
内
良
蔵
後
援
会

会
計
責
任
者

長
内

峰
広

佐
々
木

千
賀
志

��･

�･

��



( )

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
十
二
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
十
二
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
十
二
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能
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